
件名：【緊急】新型コロナウイルスに関する注意喚起（続報） 

 

○ポイント 

●３月１４日（土）、ラジョリナ大統領が演説を行い、コロナ対策に関する新たな措置に

ついて発表がありました。 

●事態は刻々と変わりますので、最新情報の入手に努めてください。 

 

 

○本文 

１ ３月１４日（土）夕方、ラジョリナ・マダガスカル大統領がテレビ演説を行い、コ

ロナウイルスに関する新たな対策を発表しました。右発表によれば、マダガスカルに発

着する欧州からの国際線フライト、仏領マイヨット、レユニオンからのフライトが停止

されます。同じ期間，クルーズ船もマダガスカル接岸禁止されます。 

 

２ １の発表を受け、大使館がマダガスカル政府関係者から聴取したところ、「３月１５

日（日）から、首都アンタナナリボのイヴァト国際空港を除き、地方の空港は国際線の

発着が禁止される。イヴァト空港のみ、３月１５日（日）から３月１９日（木）までの

間、「猶予期間」として国際線の発着が認められるが、３月１９日（木）からは、マダガ

スカルの全ての空港で、イタリア、フランス、スペイン、ドイツからの直行便及びこれ

ら４カ国から第三国を経由してマダガスカルに入る便（経由便）の乗り入れを３０日間

禁止する」とのことでした。 

 

 実際にどのフライトがキャンセルされるのか、また、３月１９日（木）以降、どの国

際線フライトが運航されるのか否か等については、現時点では明らかではありませんが、

状況によってはマダガスカルへの入国、マダガスカルからの出国のいずれについても、

困難になる可能性があるところ、十分御注意願います。 

 

 また、発着禁止措置の開始時期や期間、対象となる出発地・目的地等については、常

に変更になる可能性があります。マダガスカル政府や各航空会社からの発表等を常に注

意して確認するようにして下さい。 

 

３ 事態は刻々と変わりますので、下記ＨＰ等から最新情報の入手に努めてください。 

 

新型コロナウイルス感染症（外務省 安全海外ホームページ） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省ウェブサイト） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

○日本国国立感染症研究所（コロナウイルスに関して） 



https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-

coronavirus.html 

 

手洗い、うがい、マスクの着用などの通常の感染症対策を行い、体調に異常がある方

は早めの医療機関受診を心がけてください。 

 

                            

 


